




























【経営陣幹部の指名方針】

（取締役）

・指名委員会等設置会社における取締役の責務を果たすのに必要な高い見識と洞察力、客

観的かつ公平・公正な判断力を有していること

・高い倫理観、遵法精神を有していること

・取締役としての責務を果たすのに十分な健康状態であること

・社外取締役については、別に定める独立性の基準を満たし、かつ、職務遂行のための十

分な時間が確保できること。加えて、社外取締役間の多様性が確保できること

（執行役）

・所管各分野における豊富な経験と高い見識・専門性と洞察力、客観的かつ公平・公正な

判断力を有し、経営執行能力に優れていること

・高い倫理観、遵法精神を有していること

・執行役としての責務を果たすのに十分な健康状態であること



【取締役候補者の選任理由】

氏 名
現在の当社における

地位及び担当
選任理由

小林 喜光 取締役会長

指名委員

小林喜光氏は、研究開発部門を経て、機能商品分野の

事業に携わったのち、当社取締役社長及び三菱化学㈱

取締役社長等を歴任し、また、経済財政諮問会議や産

業競争力会議の議員、経済同友会の代表幹事を務める

など、幅広い経験と高い見識を有していることから、

取締役として相応しい人物であると判断し、選任をお

願いするものであります。

越智  仁 取締役兼執行役社長

指名委員

越智仁氏は、生産部門を経て、当社及び三菱化学㈱の

経営戦略部門等に携わったのち、現在は当社執行役社

長を務めており、当社グループの事業及び会社経営に

関する豊富な経験と高い見識を有していることから、

取締役として相応しい人物であると判断し、選任をお

願いするものであります。

小酒井 健

吉

取締役兼執行役副社

長

報酬委員

小酒井健吉氏は、経理・財務部門や田辺三菱製薬㈱の

経営管理部門等を経て、当社の経営に携わり、現在は

当社執行役副社長を務めており、当社グループの事業

及び会社経営に関する豊富な経験と高い見識を有し

ていることから、取締役として相応しい人物であると

判断し、選任をお願いするものであります。

グレン・フレ

デリクソン

取締役 グレン・フレデリクソン氏は、米国の大学教授を務め

ており、ポリマー化学の分野における国際的権威とし

て高い見識を備えるとともに、グローバル企業のコン

サルタントとしても豊富な経験を有していることか

ら、取締役として相応しい人物であると判断し、選任

をお願いするものであります。

梅葉 芳弘 取締役

監査委員

梅葉芳弘氏は、経理・財務部門を経て、素材分野の事

業に携わったのち、当社常勤監査委員を務めており、

当社グループの事業及び会社経営に関する豊富な経

験と高い見識を有していることから、取締役として相

応しい人物であると判断し、選任をお願いするもので

あります。



浦田 尚男 取締役

監査委員

浦田尚男氏は、研究開発部門を経て、三菱化学㈱の経

営戦略部門に携わったのち、当社常勤監査委員を務め

ており、当社グループの事業及び会社経営に関する豊

富な経験と高い見識を有していることから、取締役と

して相応しい人物であると判断し、選任をお願いする

ものであります。

藤原 謙 執行役常務 藤原謙氏は、主に法務及び総務部門を経て、当社の経

営に携わり、現在は当社執行役常務を務めており、当

社グループの事業及び会社経営に関する豊富な経験

や高い見識を有していることから、取締役として相応

しい人物であると判断し、選任をお願いするものであ

ります。

橘川 武郎 社外取締役

指名委員

報酬委員

橘川武郎氏は、経営史の視点からの会社経営に関する

高い見識やエネルギー産業論の専門家としての経験

を活かし、現在、当社の社外取締役として適切な役割

を果たしていることから、社外取締役に適任であると

判断し、選任をお願いするものであります。

伊藤 大義 社外取締役

監査委員

報酬委員

伊藤大義氏は、公認会計士としての経験や高い見識を

活かし、現在、当社の社外取締役として適切な役割を

果たしていることから、社外取締役に適任であると判

断し、選任をお願いするものであります。

渡邉 一弘 社外取締役

監査委員

報酬委員

渡邉一弘氏は、検察官、弁護士としての経験や高い見

識を活かし、現在、当社の社外取締役として適切な役

割を果たしていることから、社外取締役に適任である

と判断し、選任をお願いするものであります。



國井 秀子 社外取締役

指名委員

監査委員

國井秀子氏は、会社経営の豊富な経験や情報処理分野

における専門家としての経験に加え、内閣府男女共同

参画推進連携会議議員を務めるなど、ダイバーシティ

推進に関して有する高い見識を活かし、現在、当社の

社外取締役として適切な役割を果たしていることか

ら、社外取締役に適任であると判断し、選任をお願い

するものであります。

橋本 孝之 社外取締役

指名委員

橋本孝之氏は、グローバル企業の日本法人で社長、会

長を歴任するなど、企業経営の豊富な経験を有すると

ともに、ICTに関する高い見識を活かし、現在、当社

の社外取締役として適切な役割を果たしていること

から、社外取締役に適任であると判断し、選任をお願

いするものであります。



【執行役の選任理由】

氏 名
現在の当社におけ

る地位及び担当
選任理由

越智  仁 取締役兼執行役社

長

越智仁氏は、生産部門を経て、当社及び三菱化学㈱の

経営戦略部門等に携わったのち、現在は当社執行役社

長を務めており、当社グループの事業及び会社経営に

関する豊富な経験と高い見識を有していることから、

当社の業務執行の統括に相応しい人物であると判断し

ております。

小酒井健吉 執行役副社長 小酒井健吉氏は、長年にわたり当社グループの経営に

従事し、特に、経理、財務分野における豊富な経験や

高い見識を有しており、現在は当社執行役副社長を務

めていることから、当社の社長補佐として相応しい人

物であると判断しております。

池川 喜洋 執行役常務 池川喜洋氏は、長年にわたり当社グループの経営に従

事し、特に、素材分野の事業における豊富な経験や高

い見識を有していることから、当社の経営戦略の統括

に相応しい人物と判断しております。

ラリー・マイ

クスナー

執行役常務 ラリー・マイクスナー氏は、海外企業の役員を務める

など、会社経営の豊富な経験を有するとともに、ICT
に関する高い見識、及びビックデータや IoT を活用し

た事業改革の経験を有していることから、先端技術の

探索や新規事業の創出を推進する先端技術・事業開発

の統括に相応しい人物であると判断しております。

伊達 英文 執行役常務 伊達英文氏は、長年にわたり当社グループの経営に従

事し、特に、経理、財務分野における豊富な経験や高

い見識を有していることから、当社の経営管理、IRの

統括に相応しい人物であると判断しております。



藤原 謙 執行役常務 藤原謙氏は、長年にわたり当社グループの経営に従事

し、特に、法務、総務分野における豊富な経験や高い

見識を有していることから、当社の法務、総務・人事、

内部統制等の統括に相応しい人物であると判断してお

ります。

渡部 晴夫 執行役 渡部晴夫氏は、長年にわたり当社グループの経営に従

事し、特に、素材分野の事業、生産技術における豊富

な経験や高い見識を有していることから、当社の情報

システム、生産技術、広報の統括に相応しい人物であ

ると判断しております。



2018 年６月 15 日
㈱三菱ケミカルホールディングス

2017 年度 当社取締役会の実効性評価結果の概要について（案）

１．取締役会の実効性評価の実施
当社は、「三菱ケミカルホールディングス・コーポレートガバナンス基本方針」において、取締役会は毎年その

実効性を評価し、結果の概要を開示すると定めております。2017 年度の当社取締役会の実効性評価の
手法および結果の概要は、以下のとおりです。

２．分析・評価の手法
2017 年度は、評価の客観性や透明性を確保すること、およびコーポレートガバナンス・コード（改訂案を

含む）に則り、当社のコーポレートガバナンス全般を網羅的に検証することを目的として、アンケートの実施・
結果分析を第三者の外部コンサルタントに委託しました。また、指名委員会等設置会社に移行後３年経
過したことを踏まえ、取締役会だけでなく、指名・報酬・監査の各委員会の実効性についても評価を行いまし
た。具体的なプロセスは、以下のとおりです。

ⅰ）取締役会議長を含む全取締役を対象に、以下を主要項目とする全 22 問の５段階評価・無記名
式のアンケートを実施。５段階評価に加え、全ての質問にコメント欄を設けることで、定量的評価と定
性的評価の両側面から現状の把握と課題の抽出を図る形式（2018 年 3 月～4 月）
・取締役会の構成
・取締役会での議論
・審議を活性化させるためのトレーニング
・取締役個人の役割・評価
・各委員会の構成・実効性
・株主との建設的な対話

ⅱ）当社取締役会が、外部コンサルタントよりアンケート結果について報告を受け、その結果に基づき課
題・対応策について議論（2018 年 5 月）

ⅲ）以上を踏まえ、取締役会議長が、当社取締役会・各委員会の実効性を評価し、その結果を取締
役会で報告（2018 年 6 月）

３．評価結果の概要
（１）総括

当社の取締役会、および指名・報酬・監査の各委員会は適切に運営されており、経営監督機能を中
心にその実効性は概ね確保されていると評価しました。なお、アンケートの結果は、大多数の質問項目に
つき社外取締役、社内取締役の双方において、「評価できる」旨の回答が高い割合を占めました。

特に、昨年の評価結果を受け、以下４．に記載の施策を講じたこと等により社外取締役に対する情
報提供が充実し、取締役会において建設的な議論がなされていること、内部統制やリスク管理体制につ
いて適切に監督できていること、また、社外取締役を中心に取締役会における審議を活性化させるための
トレーニングの機会が適切に提供されていること、等を確認しました。



各委員会についても、各委員会の運営、および取締役会へのフィードバックともに適切になされ、特に、
監査委員会が、執行役の業務執行を十分に監督できていることを確認しました。

（２）一方、アンケートの結果および取締役会における議論を通じて認識した、以下の課題事項について
は、さらなる改善に向けた取り組みを進めていきます。
ⅰ）取締役会資料および説明方法

純粋持株会社である当社取締役会の役割（経営の基本方針の策定および経営全般の監督）を
踏まえ、①取締役会資料：執行の意思決定に至る過程で議論となった点や指摘されたリスク等も
内容とし、執行とは異なる視点からのチェック機能を強化する、②社外取締役に対する事前説明：
大規模投融資案件等を決議する際は事前に過不足なき情報を提供し、執行の意思決定に対しよ
り適切な支援ができる環境を整える、③議案説明の方法：多様な視点から本質的な議論ができる
よう論点を明確にする。

ⅱ）自然災害やサイバーセキュリティー等の危機対応に関する監督
自然災害やサイバーセキュリティー等を含むリスクへの執行の対応状況について、取締役会が直接監
督できるよう、社長を委員長として年１回開催される「三菱ケミカルホールディングス・リスク管理委員
会」の審議結果や報告内容を取締役会の報告事項とする。

４．前回の評価結果を受けた取り組み
2016 年度の実効性評価において、ⅰ) 社外取締役に対する情報提供の充実、ⅱ) 取締役会の効率

的な運営、が課題であることが確認されたことを受け、以下の点に取り組みました。
ⅰ）については、執行役会議で審議・報告された重要案件を取締役会で報告対象とし、また社内データ

ベースを活用した情報提供の内容を拡充しました。また、執行役との定期の情報交換会を利用し、４つの事
業ドメインの事業戦略管理を所管する部署から各事業戦略についての説明を実施しました。加えて、国内
外のグループ会社や事業所等の視察を通じて情報提供の充実に努めました。

ⅱ）については、取締役会が業務執行状況をより効率的に管理・監督できるよう、執行役による業務執
行報告の説明フォーマットを統一し、また、新たな事業モニタリング方法により中期経営計画の進捗管理を実
施しました。

当社は、今回の取締役会、各委員会の実効性評価結果および各取締役から提示された様々な意見を
踏まえ、引き続き取締役会等の実効性向上に取り組んでまいります。

以 上


